
平成16年9月2日 

中国電力株式会社

 

台風16号により被災されたお客さまに対する 

電気料金その他の特別措置について 

 

 このたびの台風16号により被災されたお客さまに対し，心からお見舞い申し

あげます。 

 

 当社は，平成16年8月30日に中国地方を通過した台風16号の影響により災

害救助法が適用された岡山市，玉野市，倉敷市，笠岡市，邑久郡牛窓町，邑

久郡邑久町，和気郡日生町，浅口郡寄島町，香川郡直島町およびそれらの

隣接する地域において，床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し

出があった場合には下記の特別措置を講ずることとし，平成16年9月2日付け

で経済産業大臣あてに認可申請を行い，同日，認可されました。 

記 

Ⅰ． 対象地域 

 岡山市，玉野市，倉敷市，笠岡市，邑久郡牛窓町，邑久郡邑久町，和

気郡日生町，浅口郡寄島町，香川郡直島町およびそれらの隣接する地

域

Ⅱ． 特別措置の内容 

1. 電気料金の早収期間＊1および支払期限＊2の延長 

 被災されたお客さまの平成16年8月（早収期限日が8月30日以降と

なるものに限ります。），9月および10月分の電気料金の早収期間お

よび支払期限を各々1カ月間延長します。



【注】 

＊1・・・ 早収期間は，検針日から21日目までの期間 

＊2・・・ 支払期限は，検針日から51日目の日 

＊3・4・5 

2. 不使用月の電気料金の免除 

 被災されたお客さまが，被災時から引き続き全く電気を使用されな

い場合には，6カ月間に限り，電気料金は申し受けません。

3. 工事費負担金＊3の免除 

 被災されたお客さまが，被災時から引き続き全く電気を使用されな

いで需給契約を廃止し，被災前と同じ契約内容で平成17年2月末日

までに電気の使用を申し込まれた場合は，工事費負担金は申し受け

ません。

4. 臨時工事費＊4の免除 

 被災されたお客さまが，平成17年2月末日までに臨時電灯または臨

時電力の使用を申し込まれた場合は，臨時工事費は申し受けませ

ん。

5. 被災されたお客さま（契約電力500ｋＷ未満のお客さまに限ります。）

で，電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合，

平成17年2月末日までは，その使用不能設備に相当する基本料金は

申し受けません。

6. 被災されたお客さまが，平成17年2月末日までに引込線，計量器等

の取付位置の変更を申し込まれた場合は，諸工料＊5は申し受けま

せん。

Ⅲ． 特別措置の適用の申込方法 

 この特別措置の適用を希望されるお客さまは，最寄りの当社取扱店ま

でお申し込みください。

Ⅳ． その他 

 台風の影響により，当社の設備に異常が生じている場合があります。

切れた電線や垂れ下がった電線には絶対に触らずに，至急当社取扱店

までご一報ください。



 工事費負担金，臨時工事費および諸工料とは，お客さまからのお申し込み

により，当社の電気設備を新たに設置したり，移動したりする場合等におい

て，お客さまにご負担いただく費用をいいます。 

～ 被災されたお客さまからのお問い合わせ先 ～ 

◎ 岡山東営業所 お客さまセンター 

   岡山市西大寺中野422番地の3 電話 086－942－2940

◎ 岡山営業所 お客さまセンター 

   岡山市青江2丁目6番51号 電話 086－222－8891

◎ 倉敷営業所 お客さまセンター 

   倉敷市中庄2293番地の2 電話 086－463－6633

◎ 高梁営業所 お客さまセンター 

   高梁市落合町阿部1723番地の5 電話 0866－22－3050

◎ 笠岡営業所 お客さまセンター 

   笠岡市十一番町11番地の6 電話 0865－63－2128

◎ 福山営業所 お客さまセンター 

   福山市沖野上町1丁目7番28号 電話 084－922－1100

以上




